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議案第９０号  

 

藤沢市介護保険条例の一部改正について 

 藤沢市介護保険条例の一部を次のように改正する。 

２０２４年（令和６年）２月２８日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

藤沢市介護保険条例の一部を改正する条例 

 藤沢市介護保険条例（平成１２年藤沢市条例第５６号）の一部を次のように改正

する。 

第６条第１項中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和８年度」

に改め、同項第１号中「３３,０００円」を「３４,３９０円」に改め、同項第２号

中「４６,２００円」を「５１,７８０円」に改め、同項第３号中「４６,２００円」

を「５２,１６０円」に改め、同項第４号中「５９,４００円」を「６８,０４０円」

に改め、同項第５号中「６６,０００円」を「７５,６００円」に改め、同項第６号

中「７２,６００円」を「８３,１６０円」に改め、同号ア中「１,２５０,０００円」

を「１,２００,０００円」に改め、同号イ中「又は第１３号イ」を「、第１３号イ、

第１４号イ、第１５号イ、第１６号イ又は第１７号イ」に改め、同項第７号中

「８５,８００円」を「９０,７２０円」に改め、同号ア中「１,２５０,０００円以

上２,０００,０００円」を「１,２００,０００円以上１,３５０,０００円」に改め、

同号イ中「又は第１３号イ」を「、第１３号イ、第１４号イ、第１５号イ、第１６

号イ又は第１７号イ」に改め、同項第８号中「９９,０００円」を「９８,２８０円」

に改め、同号ア中「２ ,０００ ,０００円以上３ ,０００ ,０００円」を

「１,３５０,０００円以上２,１００,０００円」に改め、同号イ中「又は第１３号

イ」を「、第１３号イ、第１４号イ、第１５号イ、第１６号イ又は第１７号イ」に

改め、同項第９号「１０５,６００円」を「１１３,４００円」に改め、同号ア中

「３,０００,０００円以上４,０００,０００円」を「２,１００,０００円以上
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３,２００,０００円」に改め、同号イ中「又は第１３号イ」を「、第１３号イ、第

１４号イ、第１５号イ、第１６号イ又は第１７号イ」に改め、同項第１０号中

「１１８,８００円」を「１２８,５２０円」に改め、同号ア中「４,０００,０００

円以上６,０００,０００円」を「３,２００,０００円以上４,２００,０００円」に

改め、同号イ中「又は第１３号イ」を「、第１３号イ、第１４号イ、第１５号イ、

第１６号イ又は第１７号イ」に改め、同項第１１号中「１２５,４００円」を

「 １４３,６４０ 円 」 に 改 め 、 同 号 ア 中 「 ６ , ０ ０ ０ , ０ ０ ０ 円 以 上

１０,０００,０００円」を「４,２００,０００円以上５,２００,０００円」に改め、

同号イ中「又は第１３号イ」を「、第１３号イ、第１４号イ、第１５号イ、第１６

号イ又は第１７号イ」に改め、同項第１２号中「１３２ ,０００円」を

「１５８,７６０円」に改め、 同号ア中「１０ , ０００ , ０００円以上

１５,０００,０００円」を「５,２００,０００円以上６,２００,０００円」に改め、

同号イ中「又は次号イ」を「、次号イ、第１４号イ、第１５号イ、第１６号イ又は

第１７号イ」に改め、同項第１３号中「１４５,２００円」を「１７３,８８０円」

に改め、同号ア中「１５,０００,０００円以上２０,０００,０００円」を

「６,２００,０００円以上７,２００,０００円」に改め、同号イ中「部分を除

く。）」の次に「、次号イ、第１５号イ、第１６号イ又は第１７号イ」を加え、同

項第１４号中「１５８,４００円」を「２４１,９２０円」に改め、同号を同項第

１８号とし、同項第１３号の次に次の４号を加える。 

(14)次のいずれかに該当する者 １８１,４４０円 

ア 段階判定所得金額が７,２００,０００円以上８,２００,０００円未満の者

であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（政令第３９条

第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号イ、第１６号イ又は第

１７号イに該当する者を除く。） 

(15)次のいずれかに該当する者 １９６,５６０円 

ア 段階判定所得金額が８,２００,０００円以上１０,０００,０００円未満の

者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分によ



- 36 - 

る額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（政令第３９条

第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号イ又は第１７号イに該当

する者を除く。） 

(16)次のいずれかに該当する者 ２１１,６８０円 

ア 段階判定所得金額が１０,０００,０００円以上１５,０００,０００円未満

の者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（政令第３９条

第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）又は次号イに該当する者を除

く。） 

(17)次のいずれかに該当する者 ２２６,８００円 

ア 段階判定所得金額が１５,０００,０００円以上２０,０００,０００円未満

の者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（政令第３９条

第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

第６条第２項中「令和３年度から令和５年度」を「令和６年度から令和８年度」

に、「１９,８００円」を「２１,５４０円」に改め、同条第３項中「令和３年度か

ら令和５年度」を「令和６年度から令和８年度」に、「３３ ,０００円」を

「３６,６６０円」に改め、同条第４項中「令和３年度から令和５年度」を「令和

６年度から令和８年度」に、「４２,９００円」を「５１,７８０円」に改める。 

第８条第４項中「又は第９号ロ」を「、第９号ロ、第１０号ロ、第１１号ロ、第

１２号ロ又は第１３号ロ」に、「第９号まで」を「第１３号まで」に改める。 

附 則 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の藤沢市介護保険条例第６条の規定は、令和６年度以後

の年度分の保険料について適用し、令和５年度分までの保険料については、なお

従前の例による。 
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提案理由 

この条例を提出したのは、令和６年度から令和８年度までにおける介護保険料を

定め、及び介護保険法施行令の一部が改正されたことに伴い所要の改正をする必要

による。 


